
                                     しののめＹＭＣＡこども園                     2013 年 4月 1 日 

≪一時保育についてのご案内≫ 
一時保育のご利用ありがとうございます。お申込み、ご利用の条件などご案内させていただきますので、ご確

認のうえ、ご利用いただきますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
①【申込について】 

◇受 付 日：平日（月～金） 午前 10 時～12 時 ≪祝日等休館日を除く≫ 
◇受付方法：電話  ≪電話のみの受付となります≫ 
◇受付期間：ご利用日の 1 ヶ月前から 1 週間前まで 

ただし、休館日等で受付が出来ない場合の開始日、終了日は、次の通りです。 
・受付開始は次の受付可能日から行なう。 
（例）5 月 1 日が休館日の場合、6 月 1 日の受付は、5 月 2 日から開始 

・受付終了は休館日前の受付可能日までとする。 
           （例）5 月 3 日が休館日の場合、1 週間後の 10 日の予約は 5 月 2 日まで 

 
②【事前面接】（事前登録ではございません。初めてお申込みをいただいた方が対象となります。） 

一時保育を初めてご利用になる場合は、ご利用前に必ず面接を行います。お申込の際に面接日も決めさせ

ていただきます。初めてご利用の場合は、事前に面接ができることもお預かりの条件となります。面接日

には限りがございますので、初めてご利用の方はお早めにお申込みください。 
  【面接時の持物等】（面接時に持物のコピーを取らせていただきます） 

□ 母子手帳    □ 健康保険証    □ 乳幼児医療証    ☆お子さまもご一緒にお越しください。 
□ その他必要に応じて、「勤務証明書」・「食物アレルギー届・診断書」・「障害者手帳」  など 

※食物アレルギーは医師の診断書を基に給食等を提供いたします。面接時に必ず必要となりますので、該当される方

は、日にちにゆとりを持ってお申込みください。所定用紙は園にございます。 
        
③【対象児童】 

(ア) 江東区内に住所を有する 0 歳児（生後 6 ヶ月から）から就学前の健康な児童 
(イ) 下記④の理由により一時的に保育を必要とし、かつ同居の親族が保育を行なうことができない児童 
(ウ) 認可保育園に入園していない児童 

 
④【保護者の状況及び・利用期間】 

 保護者の状況 利用期間 
非定型的保育 パート就労・通院・通学・介護・看護など 週 3 日・6 ヶ月以内 
緊急保育 傷病・出産等の入院など・ 月 20 日以内（特例延長あり） 
私的理由等の保育 育児疲れなど 月 3 日以内（特例延長あり） 

※非定型的保育・緊急保育でのご利用は、証明する書類が必要となります。 
※利用期間を超えてのお申込み、お預かりはできませんのでご注意ください。 

 
⑤【保育料（給食費込み）】 

 
 
 
 
 
  ※クラスは 4 月 1 日時点での年齢となります。 

 
⑥【その他】 

(ア) 初めてご利用の場合やお子さまの状況などで、慣らし保育など申込み受付や面接の際にご利用の時間

についてご相談させていただく場合がございます。 
(イ) お子さまの健康状態でご心配なことなどありましたら、お申込みの際にお伝えください。 
(ウ) ご利用当日、病気、服薬中などの場合はお預かりできません。 
(エ) 費用はご利用当日のお帰りの際に窓口にて支払となります。 
(オ) 園行事などでお預かりできない日もございます。あらかじめご了承ください。 

 1 日（8 時間） 半日（4 時間） 
0 歳児クラス（生後 6 ヶ月から） 4,000 円 2,000 円 

1 歳児以上クラス 3,000 円 1,500 円 

 

☆お申込み・お問合わせ電話番号☆ 
 

０３－５５４７－５３９３ 
 

（2013 年 4 月 1 日より電話番号が変更となっております） 

やむを得ず契約外（予約時間を超過し

て）の保育となった場合は、別途契約

外延長保育料（400 円／1 時間）が必要

となります。 

 


